
Ⅰ．はじめに

　わが国の高齢者の割合は世界に類をみない速さで増加

し，1970年に全人口の 7％を超えて高齢化社会，1994年

には14％と高齢社会になった．2025年には3,657万人と

なり，30.3%に増加すると推測されている1）．

　保健医療福祉における高齢者は，ケア環境の貧しさ，

密室性による虐待や身体拘束が明らかとなり，他の分野

と比べて早い段階から人権を護るべきという気運が高

まった2）．高齢者の人権擁護の取り組みとして，2000年

に身体拘束の禁止が盛り込まれた介護保険法，2006年に

は高齢者虐待防止法が制定された．また高齢者認知症に

対して「認知症の人の意思が尊重される社会の実現を目

指す」新オレンジプランが制定された．そして，認知症

を含めた判断能力が低下した人の療養および財産を管理

する支援として後見人制度も制定された．このように高

齢者の増加に伴う社会情勢や環境の変化により，高齢者

の尊厳や権利擁護に対してさまざまな制度がつくられた．

　しかし，高齢者の制度が整備されたにも関わらず，

2015年の高齢者に対する虐待調査では，養介護施設従

事者などによる虐待の割合は昨年より35.7％増加し，養

護者による虐待の割合にほぼ同じであったが，15,000件

／年以上であった3）．また，介護保険関連施設などの身

体拘束調査では，全国で毎日約60,000人が身体拘束され

ていた4）．これらの調査は，家庭や介護保険関連施設な

ど主に高齢者の生活の場であるが，治療を主とする病院

でも高齢者の人権や倫理的問題が生じていると考えられ

る．　

　本研究は，今後も増加の一途をたどるわが国の高齢者

に対する病院で看護師が体験した倫理的問題を明らかに

し，これらの問題解決の示唆を得ることを目的として文

献検討を行った．

Ⅱ．研究方法

1 ．研究期間

　　平成29年10月から同年12月の 2か月間．

2 ．分析対象文献

　文献検索は医学中央雑誌web版（Ver. 5 ）を使用し，

検索ワードはシソーラス用語「高齢者」，「高齢者看護」，

「倫理」，「認知症」とフリーキーワード「倫理的問題」

とした．①「高齢者」and「倫理」，②「倫理」and「認

知症」，③「高齢者看護」and「倫理」，④「高齢者看護」

and「倫理的問題」，⑤「高齢者」and「倫理的問題」，

⑥「認知症」and「倫理的問題」とし，絞り込み条件を

「原著論文」として検索した．キーワードを 5つとした

理由として，「高齢者」の下位語は「虚弱高齢者」，「寝

たきり高齢者」，「80歳以上高齢者」であったため「認知

症」と「高齢者看護」（下位語なし）を追加した．また「倫

理」の下位語は「専門職の倫理」，「臨床倫理」，「医の倫

理」，「看護倫理」，「歯科倫理」，「薬学倫理」，「倫理綱領」，

「ヒポクラテスの誓い」，「ヘルシンキ宣言」，「組織体の

倫理」，「ノーマライゼーション」，「利益相反」，「倫理委

員会」，「研究倫理委員会」，「臨床倫理委員会」，「倫理学

者」，「倫理審査」，「倫理コンサルテーション」であった

ためフリーキーワード「倫理的問題」のみを追加した．

その結果，200件の文献を抽出し，高齢者施設や在宅な

どの医療機関以外，助産師や看護学生などの看護師以外

を除外した13件の文献を検討した．

3 ．分析方法

　対象とした13件の文献をそれぞれ学会誌名，研究デザ

イン，研究目的，研究対象者，研究方法，結論に整理し，

内容別に検討する．そしてわが国の病院看護師が経験し

た高齢者の倫理的問題を明らかにする．
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4 ．用語の定義

　 1）倫理的問題

　　 　本研究では，病院で高齢者患者の治療やケアの場

面において看護師が経験した倫理に反した事柄とす

る．

　 2）病院

　　 　厚生労働省は病院の種類を精神病床のみを有する

精神病院とそれ以外の病院を一般病院と定義してい

る5）．本研究では，病院での高齢者に対する倫理的

問題を明らかにするために両種類とも対象とする．

Ⅲ．結果

　抽出した文献は倫理関連 5件，栄養関連 2件，身体拘

束 1件，終末期 1件，看護技術 1件，高齢者の体験 1件，

排泄 1件，精神 1件であった（表 1）．以下は内容別に

示す．

1 ．倫理関連

　 5件の文献は倫理的問題，倫理意識などの検討や現状

調査であった．「老人医療における倫理」6）は，対象文

献の中で最も古い1985年に著され，患者自ら意思決定権

のない高齢者が延命治療により生かされており，活発に

死について議論されることを期待していた．病棟の介護

士と看護師37名への倫理問題についての自由回答式質問

紙調査7）では，「尊厳の無視」，「認知症患者の平等性が

損なわれている」などの問題を明らかにしている．看護

補助者を含む看護職員48名への日常生活援助についての

質問紙調査8）では，「介助しながらテレビを観る」など

の看護師主体の介助や「カーテンを開けたまま更衣や排

泄介助」などプライバシーの配慮を欠く対応が明らかと

なった．看護師205名への高齢患者に看護についての質

問紙調査9）では，約 8割の看護師がジレンマを感じて

おり，その項目は「身体の安全確保時」，「高齢者認知症

患者を看護する時」が多かった．また，J．E．トンプ

ソンらの「倫理的問題を明確化するためのカテゴリー」

を使用し， 2例を分析した文献があった10）．

2 ．栄養関連

　胃瘻造設の文献検討11）では2000年以降に倫理に関す

る論文が増加したことに着目し，高齢者の経管栄養は

QOLや尊厳を損ないやすいという倫理的問題が生じて

いることを指摘している．嚥下困難をきたした終末期の

食事援助12）では，食の目的は，味わう喜びや他者と共

に食卓を囲む楽しみなど，心理的・社会的ニーズもあり，

簡単に経管栄養に切り替えることに看護師は倫理的ジレ

ンマを感じていた．

3 ．身体拘束

　身体拘束の判断基準の調査13）では「身体拘束に悩む」

得点が低い群は予防的に身体抑制を行う傾向にあった．

4 ．終末期

　意思疎通不可能な高齢者の終末期ケアの体験を明ら

かにするための看護師10名に対するインタビュー調査14）

では，「生きる意味をめぐる葛藤にとらわれ苦悩する」

ジレンマを抱えていた．

5 ．排泄

　准看護師を含む看護師260名への排泄に関する質問紙

調査15）では，理想とする排泄援助ができないジレンマ

を感じていた．

6 ．看護技術

　参加観察法とインタビュー調査16）では，日常倫理に

基づく援助技術の倫理的問題として「日常的に行われて

いるケアは，時間でこなす業務になりがち」などがあっ

た．

7 ．高齢者自身の体験

　超高齢者（87–92歳） 4例へのインタビュー調査17）で

は，対象者は慣れ親しんだ内服薬管理の変更を余儀なく

された経験や下肢壊死の治療が無麻酔で施行され，激痛

を我慢し続けた経験を語っていた．

8 ．精神科医療看護

　精神科医療看護における倫理の文献を「高齢者認知症

看護」，「司法精神科医療看護」，「一般精神科医療看護」

3つのカテゴリーに分類しその動向を明らかにしてい

る18）．

Ⅳ．考察

　抽出した文献を倫理的問題解決への示唆を得るために

「倫理的感受性」，「看護師主体のケア」，「安全の優先」，

「延命とQOL」に分類して考察する．

1 ．倫理的感受性

　医療従事者の倫理的感受性の概念分析19）では，倫理

的感受性を「倫理的状況への遭遇体験に反応して感情が

表れる主観的性質を持ち，倫理的問題への気づき，問題

の明確な理解，問題に立ち向かおうとすることを総合
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表1　わが国の病院看護師が経験した高齢者の倫理的問題に関する文献検討

N.O 主な著者 表題 学会誌名 論文
種類 対象 対象

者数 結論

1 天本　宏 老人医療における
倫理

産婦人科の世界，
37，89–97，1985． 特集

患者自ら意思決定権のない高齢者が
延命治療により生かされており．活
発に死について議論されることを期
待していた．

2 稲田久美子，他
高齢者ケアにおけ
る職員の倫理的問
題の検討

日本看護学会論文集
看護管理，45，394–7，
2015．

量的
研究

看護師，介護
士．病棟事務．

相談員
37名

倫理的問題としてはマナーの問題．
ケアの責任の欠如．患者の尊厳を無
視しているなどの問題があがった．

3 横山美奈子，他

老年期患者に対す
るケアの現状と倫
理的意識の検討
アンケート調査を
用いて

日本精神科看護学
術集会誌，57（1），
406–7，2014．

量的
研究

看護師．
看護補助者 48名

看護職員優位の考え方や配慮に欠け
たケアを日常的にしており．看護の
質の向上をめざすために倫理的問
題を意識し．チームで話し合う場を
設けて検討していく過程が重要であ
る．

4 山本美輪，他

テキストデータマ
イニングを用いた
高齢患者看護にお
ける看護者の倫理
的意識の概要

インターナショナ
ル
N u r s i n g C a r e 
Research，12（1），
23–31，2013．

量的
研究 看護師 205名

約8割が高齢患者に看護を提供する
中でジレンマを感じ．テキストデー
タマイニングで「高齢患者の身体の
安全確保時」では．<転倒・危険行
為・柵>「認知症を有する高齢患者
に看護する時」では<高齢患者>よ
り<看護><拒否><徘徊>．<対応
>が関連付けられた．

5 高田　泉
倫理的問題を明確
化した後に見えて
きたもの

看護学統合研究，1
（1），75– 9 ，1999．

事例
検討 看護師

基本的な看護技術や知識を習得し患
者の安全を守る．自己の倫理的問題
を明確にし．今後の課題を検討する．
組織的に医療事故防止に取り組むこ
とにより倫理的感受性を豊かなもの
にする．

6 中村享子
本邦の高齢患者に
対する胃瘻造設研
究の動向に関する
考察

国際医療福祉大学
学 会 誌，20（1），
62–8，2015．

文献
検討 医学中央雑誌

高齢患者の生活や価値観等を尊重し
ながら胃瘻造設が行えるように個々
の患者の選択を支援する研究が重要
になってきた．

7 菊井和子，他
嚥下困難をきたし
た終末期高齢者の
食事援助に関連す
る倫理的課題

川 崎 医 療 福 祉 学
会 誌，12（1），
83–90，2002．

事例
検討

生命倫理のモデルとは異なる看護者
－患者関係から引き出されるケアリ
ング倫理の構築が必要である．

8 玉山清美，他
整形外科疾患をも
つ高齢者に対する
身体抑制開始時の
判断要件

日本看護倫理学会
誌，9（1），31– 7 ，
2017．

量的
研究

整形外科
看護師 200名

身体抑制の判断要件は「点滴・ド
レーン類を自己抜去する」「ベッド
から転落する」「尿留置カテーテル
を自己抜去する」であり．「低悩む
群」は予防的に身体抑制を行う傾向
にあった．

9 谷口由佳，他
意思疎通不可能な
高齢者の終末期ケ
アに取り組む看護
職の体験

老年看護学，18（2），
95–104，2014．

質的
研究 看護師 10名

『「生きる意味」をめぐる葛藤にとら
われ苦悩する』看護職は自信を失っ
ていく状況にあり．心理的負担を緩
和するための支援の必要性が示唆さ
れた．

10 中嶋利枝，他
高齢者排泄援助に
関する調査研究
看護職のジレンマ
について

日本看護学会論文
集老年看護，（37），
224– 6，2007．

量的
研究 看護師 216名

看護職は理想とする排泄援助の提供
が出来ないことにジレンマを感じて
いるが．実施困難な現状であった．
高齢者の特性を理解し．高齢者個々
が望む排泄自立に向けた援助が課題
である．

11 谷本真理子，他
高齢者ケアにおけ
る日常倫理に基づ
く援助技術

日 本 看 護 科 学 会
誌，30（1），25–33，
2010．

質的
研究

老人看護専門
看護師 5名

高齢者ケアにおける日常倫理に基づ
く援助技術の性質は【人格ある人／
当たり前の生活】【尊厳ある最後の
時に関わる】【高齢者の能力は見方
次第】【高齢者一人ひとりの個別性
の理解と尊重】【ケアする側．され
る側のもちつもたれつの充足関係】
【状況における最善のケア】が取り
出された．

12 田中美穂
入院・治療中の超
高齢者がもとめる
看護体験の記述と
解釈

日 本 看 護 研 究 学
会 雑 誌，31（2），
37–46，2008．

質的
研究 高齢者 4名

個別性に富んだ老いのありように看
護者や社会の価値を押しつけないこ
となどの看護が求められる．

13 荻野　雅 精神科医療看護に
おける倫理の動向

武蔵野大学看護学
部紀要，6，37–46，
2012．

文献
検討

psycINFO．
MEDLINE．
CINAHL

問題の解決のためにガイドラインの
整備．事前指示の導入．倫理原則を
適用するよりも医療者と患者の関係
性からアプローチするという3つが
あげられていた．
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した能力である」と定義している．高齢者自身の経験17）

では，治療中の激痛を我慢し続けた患者の苦痛緩和への

援助ができておらず，倫理感受性が低いといえる．しか

し，看護師の価値観は個人よりも集団の輪を大事にする

日本文化に大きく影響している20）．また医師優位の状況

により，倫理的判断まで医師の絶対的な判断が優先され

る現状がある21）．そのため看護師は倫理的問題に気づき

ながらも“集団の輪を大切にする”日本文化や“医師の

絶対的な判断が優先される”医療組織文化のために問題

に立ち向かえなかったかもしれない．

　看護師は倫理的感受性を高め「尊厳を損なわない」こ

とを意識して患者と接する必要がある．しかし個人の倫

理感受性を高めても日本文化や医療組織文化の中で，問

題に立ち向かうことは容易ではない．そのため，組織的

に倫理的実践能力が向上できるように，医師を含めた他

職種との倫理カンファレンスや勉強会などの機会を設け

ることを推奨する．

2 ．看護師主体のケア

　倫理8）や排泄15），看護技術16）の文献では，看護師主

体のケアが行なわれていた．高齢者は身体機能低下によ

り基本的欲求を満たすために他者の助けを借りなければ

ならず，遠慮が先にたってしまう．また，医療者の一部

は，疾患の治療を優先のため一時的に尊厳が損なわれて

も仕方がないという思い込みがある22）．この関係が看護

師主体のケアになっているのでないか．看護師は，「弱

い立場」の高齢者や家族に看護師優先ではなく，「弱い

立場」であるからこそ患者主体に考えて援助する必要が

あるだろう．

　 3件7， 9，18）の文献では，認知症患者に倫理的問題を

抱えていた．高齢者認知症はコミュニケーション障害に

よって自分の意思を伝えられず，適切なケアがされてい

ない．また家族も，患者が理不尽な扱いを受けても治療

や医療者を前に我慢している25）．急性期病院では認知症

に関連した知識をもたない看護師も多い23）ため，認知

症患者や家族の理解を深めて適切なケアを提供すること

が求められる．

3 ．安全の優先

　高齢者は転倒予防のために身体拘束され，内服薬は服

用間違い予防のために病院で管理される．身体拘束は人

権尊重の立場から行うべきではないという認識はあって

も，事故が起きれば医療者や家族から担当看護師が非

難される23）．だからといって予防的な身体拘束を許容せ

ず，チェックリストなどを用いた統一した基準を使用す

る．開始前に必要性をアセスメントして拘束後は限定的

な使用，早期に解除し22），「切迫性」「一時性」「非代替性」

の 3原則のみにしなければならない．また，患者からで

きることまで取り上げるのではなく，入院前の日常が継

続できるように患者の考えや意見を聞き，援助する．

4 ．延命と QOL

　栄養関連11，12）や終末期の文献15）では，看護師は患者

QOLが十分に議論されず，延命治療のみの高齢者に倫

理的ジレンマを感じていた．終末期の医療およびケア

は，患者の苦痛緩和と死への恐怖の軽減，残された期間

のQOLを維持・向上させることが主体となるべきであ

る24）．今後，胃瘻増設を含めた人工栄養への切り替えは，

患者や家族と患者のQOLに主眼にし，議論して決定し

ていく必要がある．看護師は医療者主体にならないよう

に医師–患者・家族間を調整する役割が求められる．

Ⅴ．結論

　わが国の病院における高齢者の倫理的問題に関して文

献検討した結果，倫理的問題が生じる要因と解決への示

唆は以下の 4点である．

1  ．医療者側の「治療を優先するために尊厳が損なわれ

ても仕方がない」という考えが看護師主体のケアとな

りやすい．そのため倫理的感受性を高め，「尊厳を損

なわない」ことを意識して患者に接する．

2  ．看護師は日本や医療組織文化の価値観のため倫理的

問題に立ち向かうことは容易ではない．そのため組織

的に倫理的実践能力が向上するように，医師を含めた

他職種との倫理カンファレンスや勉強会などの機会を

設けることを推奨する．

3  ．身体拘束は原則禁止として，チェックリストなどを

用いた統一した基準で使用や解除を行う．また患者か

らできることまで取り上げるのではなく，入院前の日

常が継続できるように援助する．

4  ．終末期では，高齢者の残された時間とQOLについ

て十分に医師と患者や家族が議論して，治療方針を決

定できるように看護師は調整役を担うことが求められ

る．
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